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（（４４））入入居居説説明明会会ににつついいてて  
 
   資格審査の結果、入居が決定された方には入居説明会の開催案内を送付します。入居説明

会の開催日時及び場所は、開催案内に記載します。 
   説明会前（鍵のお渡し前）は入居予定場所に勝手に物を置いたり、近隣の方に確認や相談

をしたりしないようにしてください。 
  
 
  ・市営住宅に入居するにあたって、大切なこと・守ってもらいたいことなどを説明します。 
  ・入居される市営住宅に町内会長（管理人）がいる場合には、入居者様の氏名、入居人数を、

その方にお知らせします。入居者様には、町内会長（管理人）の氏名、部屋番号をお知らせ
します。 

  ・当日は、岡山市営住宅賃貸借契約書に押印した印鑑を持参してください。 
  ・鍵は説明会終了後、お渡しします。 
  ・必必ずず本本人人又又はは入入居居すするる家家族族（（未未成成年年者者不不可可））のの方方がが出出席席ししてていいたただだくく必必要要ががあありりまますす。。欠欠席席

のの場場合合はは鍵鍵ををおお渡渡ししすするるここととががででききまませせんん。。 
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（（５５））入入居居後後のの注注意意事事項項  
  
（１）入居可能日から１０日以内に入居してください。また、入居した日から１４日以内に住民票の写し

を提出してください。 
 

（２）入居後、転居・出生・死亡等家族に異動があった場合、家賃に影響しますので住民票の異
動だけでなく必ず岡山市営住宅管理センターもしくは各区役所市営住宅窓口へ１４日以内
に届け出をしてください。 
 

（３）市営住宅では、犬・猫・鳥などの動物（いわゆるペット類）を飼うこと又は他人のペットを保管す
ることはできません。 

 
（４）畳、襖、ガラスなどいわゆる「使いいたみ」をするものは、入居者において修繕又は交換を

してください。 
 
（５）翌年度の家賃を決定するため、毎年７月に全入居者を対象に前年の「世帯の収入」につい

ての調査書類である「収入申告書」を発送します。必要事項を記入の上、必ず提出してくだ
さい。（その際に所得証明書等を添付してください。） 
なお、収入申告書が提出されない場合は近傍同種の住宅の家賃（民間住宅並みの家賃）
となりますのでご注意ください。 

 
（６）家賃の納入通知書は、毎年４月初めに前期分（４月～９月）、１０月初めに後期分（１０月～

翌年３月）を郵送します。必ず毎月末日までにその月分を納付してください。 
なお、納付にあたっては口座振替のご利用をおすすめします。 

 
（７）入居後３年を経過する人で、政令月収額が１５万８千円（高齢者・障害者等の世帯は２１万

４千円、子育て世帯は２５万９千円）を超えるときは収入超過者となります。収入超過者に
は「収入超過者に課される家賃」がかかるとともに、住宅の明渡努力義務が生じます。 

 
（８）入居後５年を経過する人で、直近２年間の政令月収額が連続して３１万３千円を超えるとき

は高額所得者となります。高額所得者には近傍同種の住宅の家賃（民間住宅並みの家賃）
がかかるとともに、住宅の明渡義務が生じます。 

 
（９）次のいずれかに該当する場合は、住宅の明渡し（若しくは損害賠償又はその両方）を請求

します。 
ア．不正行為によって入居したとき。 
イ．家賃を３カ月以上滞納したとき。 
ウ．住宅又は共同施設を故意にき損したとき、又は正常な状態で維持しないとき。 
エ．正当な理由なく１５日以上住宅に居住しない常況にあるとき。 
オ．暴力団員であることが判明したとき。 
カ．高額所得者と認定され、明渡請求の期限が到来したとき。    
キ．岡山市営住宅条例若しくは同条例に基づく規則の規定又は岡山市営住宅賃貸借契約

書に記載されている契約条項に違反したとき。 
ク．詐欺等の不正手段により家賃の全部又は一部の徴収を免れたとき。 
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（１０）詐欺その他不正の行為により、家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れた者
には、罰則規定が適用される場合があります。 

 
（１１）入居後は、団地内の他の入居者や、市営住宅の近隣住民と円満な共同生活を心掛けてく

ださい。 
 
（１２）市営住宅を返還する場合は、５日前までに退去の手続を行ってください。また住宅に破損

個所がある場合は返還日までに修繕しておいてください。 
 
（１３）入居後、契約者が死亡又は転出した場合は、契約者の入居時から入居している配偶者並

びに契約者と1年以上同居している配偶者及び高齢者等以外には契約の承継はできませ
ん。なお、承継後の契約は、当初契約の残存期間、もしくは承継後世帯の入居できる期
間のいずれか短いほうとなります。 

 
  ◆ シルバーハウジングとは 

シルバーハウジングは、住宅に緊急通報システムの設備と生活援助員（ライフサポートアドバイ
ザー）によるサービスを加えたものです。 
緊急通報システム使用のため、入居の際には電話加入権（ＩＰ電話不可）が必要です。 
※電話加入権は、入居者で契約・負担してください。 
※緊急通報システム使用には電話加入権が必須のため、加入権を保持してください。 

生活援助員によるサービスには、生活支援や安否確認などがあります。 
なお、入居者の方には、生活援助員不在時の緊急時の対応などを行う「近隣協力員」をお願いする 
場合があります。 
家賃のほかに下記の費用が必要です。 

   ア．緊急通報システム電話回線利用契約に要する費用 
   イ．生活援助員派遣に要する費用 

 
    生活援助員（ライフサポートアドバイザー）の派遣に要する費用  

 
利 用 者 世 帯 の 階 層 区 分 入居者負担額（月額） 

 
生活保護法による被保護世帯 0 円 

生計中心者の前年度所得税非課税世帯 0 円 

生計中心者の前年度所得税年額9,600円以下の世帯 1,500 円 

生計中心者の前年度所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯 2,600 円 

生計中心者の前年度所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯 3,800 円 
 

  
 

生計中心者の前年度所得税年額42,001円以上の世帯 4,900 円 
       

＊負担金は改定される場合があります。 

− 43 −



��������������

����������
��
	����

��������������������
����
�������	�������������
����� ­�����������������������������������

��������
����
��������
���
���
�
�	����������

������
������
���� ­��
�������� �

���� ��

���� ����� ������� ������������
��¡��¢���
�£��������

��¤��¥¦§¨�©�� ª«¬®¯°± ²³�´«µ¶²·°±

¸�¤�� �¹º»µ¶�§¥ª«¬®¯
°±�¼½¾¿ÀÁµÂ

������Ã°± �ÄÅÆÇ ÈÉÊËÌÍ�
�ÎÏÐÊ	ÑË�Ò
�Ó�Ô��Ã°±�£����

����� ����

�ÕÖ �Õ� �¹º»µ¶�¾
×Ø×���

���� ��

������

�������

（要件緩和　３２ページ参照）

・ 配偶者等からの暴力被害者

・犯罪被害者

・生活保護受給者

・中国残留邦人等※

※要件緩和の対象になっている住宅は除く。
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